
災害に遭われた皆様へ  

 

 

火災や自然災害等に遭われた場合に利用できる支援制度について 

 

中京区役所 

 
 

京都市では，火災や自然災害（風水害，土砂災害，雪害及び地震など）等に遭われた場合，次のような制度を設けております。 

被害の程度によって適用される制度に違いがありますので，詳細につきましては，お手数をおかけしますが，各担当課までお問い合わせいただきますようお願いいたします。 
 

番号 制  度  概  要  担  当  連絡先 

 
１ 

 
り災証明書の交付 

 

区役所・消防署が調査し知り得た火災や自然災害による被害状況の事実について，その

内容を証明する制度 

【火災】中京消防署 ８４１－６３３３ 

【自然災害】地域力推進室 
総務・防災担当 

８１２－２４２１ 

 

２ 

 

廃棄物処理手数料の減免 
火災や浸水等の災害に起因する廃棄物処理の手数料（本市にお支払いいただく粗大ごみ
処理手数料及びクリーンセンターでの受入手数料））を減額又は免除する制度 
（この制度の利用は，災害発生の日から６ヶ月以内に限ります。） 

地域力推進室 

総務・防災担当 

 

８１２－２４２１ 

３ 災害による市営住宅への特定入居 
地震，暴風雨，洪水その他の異常な自然現象又は火災により住居を失った方に，公募に 

よらず市営住宅への入居を認める制度 

地域力推進室 
総務・防災担当

又は 
京都市住宅供給公社 
被災者向け住宅情報センター 

(総務・防災担当) 
８１２－２４２１ 
(住宅情報センター) 

２２３－０７５０ 

 

４ 
災害による住宅情報の提供及び
市営住宅の一次使用 

市内で火災又は風水害等の自然災害により住宅に被害を受けた火災等被災者に対し，一

元的に住まいの情報提供を行うとともに，市営住宅を無償で一時使用できる制度 

 

 

５ 

 

 

災害見舞金及び弔慰金 

（災害見舞金） 

住居の用に供している建物が，本市の区域内で発生した災害により全壊，全焼，流失， 

半壊，半焼，床上浸水等に遭った世帯に見舞金を支給する制度（5,000 円～30,000 円） 

（弔慰金） 

本市の区域内において，発生した災害により死亡した者の遺族に対して支給する制度 

（１人につき 30,000 円） 

 

 
地域力推進室 

総務・防災担当 

 

 

 

８１２－２４２１ 

 

６ 
住民票の写し及び印鑑登録証明書
の手数料の免除 

火災または地震などの自然災害により被害を受けた方が，生活再建に必要な手続きに利

用する「住民票の写し」及び「印鑑登録証明書」の発行手数料を免除する制度 

 
市民窓口課 

窓口担当 

 

 
８１２－２４３７ 

７ 税証明の手数料の免除 
被害を受けた方が，住宅修復資金等の貸し付け申請を行う場合や，その申請等の保証人

となる方が税証明を請求する場合，発行手数料を免除する制度 

８ 市府民税の減免 
震災，風水害，火災その他これらに類する災害により，損害を受けた納税者について３ 

割以上の損害を受けた場合に減免する制度（所得制限あり） 

行財政局市税事務所 

市民税第１担当 
７４６－５８１９ 

 

９ 
 

市府民税の納付猶予 
震災，風水害，火災その他これらに類する災害により，市府民税を納めることが困難と

なった場合，１年を限度に納税を猶予する制度 

行財政局市税事務所

市民税第１担当 

 

７４６－５８１９ 

 

１０ 

 

固定資産税の減免 
震災，風水害，火災その他これらに類する災害により損失を受けた固定資産について， 

損失の程度に応じて固定資産の税額の全部又は一部を免除できる制度 

行財政局市税事務所 

固定資産税第４担当 

 
７４６－６４６３ 

 
１１ 

 
軽自動車税の減免 

災害により軽自動車税等に甚大な被害を受けた者等に対する減免制度 
（この制度の利用は，当該年度の賦課期日（4 月 1 日）から納期限（5 月末日（末日が
土日の場合は翌月曜日））までの間に被災した場合に限ります。） 

 

行財政局市税事務所

納税推進担当 

 
２１３－５４６７ 



１２ 国民健康保険料 災害減免 
火災及び震災，風水害，落雷，がけ崩れ等の崩落，干ばつ，冷害，凍害，霜害等自然災害によるも 

の，及び資産の盗難にあった場合に，その損害割合に応じて保険料を減額する制度 

 
保険年金課 

資格担当 

 
 

８１２－２５８３ 

１３ 後期高齢者医療保険料 災害減免 
被保険者又はその属する世帯の世帯主が，災害により住宅・家財等の財産に著しい損害 

を受けた場合に保険料を減額する制度 

１４ 敬老乗車証の負担金の減免 
申請時点で，過去１年以内にり災されていた場合，被害状況に応じて負担金を減免する 

制度 
敬老乗車証交付事務センター 

 

０５０－５４４３－６６４７  

１５ 介護保険料の免除 損害割合に基づく区分により，一定期間の介護保険料が免除される制度 

 

 

 

 

健康長寿推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８１２－２５６６ 

 

 

 

 

１６ 保育所保育料負担金の減免 
り災され収入が前年度に比べて３割以上減った場合，収入額を仮計算して負担金を減免 

する制度 

子どもはぐくみ室 

子育て推進担当 
８１２－２５４３ 

１７ 
就学援助 

（京都市立小・中学校） 
火災または地震などの自然災害により被害を受け，経済的な理由によりお困りの保護者 

の方に対し，学用品費，給食費等を援助する制度 
各京都市立小・中学校 

 

 

１８ 
授業料の減免 

（京都市立高等学校） 

火災または地震などの自然災害により著しい損害を受けた方を対象として，授業料の免

除を行っています。 

（この制度の利用は，「高等学校就学支援金」の支給を受けられない方に限ります。） 

 

各京都市立高等学校 

 

１９ 教科用図書の給与 
火災または地震などの自然災害により教科書を焼失，滅失した児童に対して，教科書を 

無償で給与する制度 

各京都市立小・中学校
各京都市立高等学校 

 

 

 
２０ 

 

 
農林業施設の復旧支援 

 

 

地震などの自然災害により農林業施設が被害を受けた場合，土地改良区，森林組合等が

行う農林業施設の復旧に必要な経費の一部を補助する制度 

産業観光局 
農業振興整備課 

 
２２２－３３５２ 

産業観光局 
林業振興課 

 
２２２－３３４６ 

 

２１ 

 

国民年金保険料 
居住する家屋等の財産が２分の１以上の損害を受けて，保険料の納付が著しく困難な場

合，申請により免除 

 

保険年金課（資格担当） 
 
８１２－２５８３ 

 

２２ 
障害のある方の障害福祉サービス
及び地域生活支援事業に係る利用
者負担額の減免 

災害により住宅，家財又はその財産が被害を受けた場合，その損害区分に応じて，一定

期間利用者負担額を免除 

 

障害保健福祉課 
 
８１２－２５９４ 

 



行財政局 市税事務所 京都市住宅供給公社 被災者向け住宅情報センター 

場 所 

 

TEL 市民税担当 ７４６－５８１９ TEL ２２３－０７５０ 

固定資産税担当 ７４６－６４６３ 

 

（その他） 

京都府の災害に伴う府税の減免制度の対象 

不動産取得税，自動車税，自動車取得税，個人事業税の減免については，以下の京都府の窓口にお問合せください。 

対象 担当 連絡先 

不動産取得税・自動車税・個人事業税 京都南府税事務所 ６９２－１３２０ 

自動車取得税 自動車税管理事務所 ６７２－６１５５ 

 


